
『岡山大学法学会雑誌』第57巻第1号（2007年9月）234   

イギリスにおける選挙制度改革＊  

成 廣  孝  

は じめに  

イギリスは最早，長らくその代表例として観念されてきたような相対的多  

数削（‘小選挙区制’，以‾FFPTP）一色の国ではない。1997年に成立したブレ  

ア労働党政府による地域および地方政府レヴュルへの権限委譲の結果，ス  

コットランド，ウェールズにはそれぞれ地域議会が設置されたが，そこでは  

ウェストミンスターの議会とは異なる制度が導入された。復活したロンドン  

市議会においても同様の選挙制度によって地方議員が選出されている。アル  

スタではこの地域にとってなじみ深い単記移譲式（STV）が導入されてい  

る（い。ウェストミンスターについても，いわゆるジュンキンズ委員会が設け  

られ，その報告書は改革案として「AV プラス」（AV Plus）を提示してい  

る。Mitchell（2005）が述べているように，イギリスは様々な選挙制度の社  

会的実験の場となっているのである。   

本稿では，（1）近年の選挙制度の研究および選挙制度改革（2）に関する研究を  

＊本稿は．2007年5月19日から20日にかけて開催された日本選挙学会研究会（於神戸大学）   

分科会G制度部会「政権選択と選挙制度－イタリアの新選挙制度を素材として一」にお   

いて筆者が行った報告「イギリスにおける選挙制度改革」の報告ペーパーをもとにして   

いる。報告をお許し頂いた大山礼子先生を始め，司会をお務めいただいた真柄秀子先生，   

報告者の芦田淳先生，目笠完治先生，討論者の岡田信弘先生，フロアから有益な質問を   
頂いた秋本富雄先生，富崎隆先生に感謝したい。  

（11スコットランドの地方議会選挙についても，2004年のLocalGovernance（Scotland）   

Actの成立でSTVが導入され，2007年5月の地方選挙において実施されている。  

http：／／www．opsi．gov」ユk／1egislation／scotland／acts2004／20040009．htm  

（2）本来選挙制度改革とは，選挙権の範囲，選挙区の再分配，腐敗防止の制度，選挙連動   

の規制など，より多くの論点を含み，さらには選挙制度についての議論にあたっては，   

より広い代議制デモクラシーのあり方，代表概念そのものについての議論など政治シス   

テム全体にわたる問題を検討する必要がある。大山（2003）を参照。  
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TabJel イギリスの選挙制度（提案を含む。Farre”（2002二530）より作成）  

定数 制度  選挙区  定数  比例   計算法  リスト  備考  

欧州議会  

北アイルランド  

ロンドン市艮  

スコットランド  
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上院（Cm7027）  
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概観するとともに，（2トイギリスにおける選挙制度システム改革に関する歴史  

的議論と近年の改革について概観したうえで，（3）スコットランド議会選挙制  

度の事例を中心に，改革のもたらした帰結や，有権者などの改革についての  

評価について考えてみたい。  

1 選挙制度改革の政治学  

選挙制度の研究については，専ら選挙制度から有権者や政治エリート（候  

補者など）に与えるインセンティヴ，それを通じて形成される政党システム  

や有効政党数に与える効果（「デュヴェルジェの法則」）が注目されてきた  

（Duverger1954：Cox1997など）。その一方で，デュヴェルジェが想定した  

因果関係とは逆に，政治の側が選挙制度を決めるという考え方に基づく研究  

は，決して多いとはいえない。   

一一般的に考えれば，選挙制度の決定・改革は広い意味での制度改革の一部  

である。Tsebelis（1990二Ch．4）によれば，制度改革には「効率的」（efficient）  

な制度改革と，「再分配的」（redistributive）な制度改革が存在する。前者は  

全ての個人・集団の条件を改善する制度改革であるがゆえに，全員の支持を  

受ける。後者はゼロサム的，つまりある者の条件を改善するには，誰かの条  

件を犠牲にせねばならないがゆえに，政治勢力の間で選択肢の間で選好の違  
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いが発生する。選挙制度改革は後者の典型であるとされる。   

二大政党が提携して小選挙区制度を導入するといったように，政権の座に  

ある政党が選挙制度を自らに都合のいいように改変する可能性は否定できな  

いものの，政権に就いた政党はその道挙制度の恩恵を受けているからこそそ  

うなったということもいえる（3）。実際のところ，選挙制度の変更は，安定L  

た民主主義においてはまれな事象である（河野2002：147－154）（4）。   

選挙制度改革・創設に関する研究の一つの基盤は，政治的アクターの議席  

（あるいはポスト，政策的利益）最大化行動である。いわゆる「ロッカン仮  

説」（Rokkanhypothesis）（FloraetaLeds．1999：257，元はRokkan1970）  

は，世紀転換期大陸ヨーロッパの選挙権拡大期に，既存エリートが自らの生  

き残りを確実にするために比例代表制を導入した（‘弱者の戦略’），というも  

のであるが，この仮説も支配的な政党による（おそらくは将来の自己がもつ  

であろう社会的支持の期待にもとづいた）自己利益のための意識的デザイン  

の結果としての選挙制度という考え方に基づいている。近年ではBoix（1999）  

がその拡張を行っている（5）。同様の考え方に立つものとして，Benoit（2004）  

は，政党（その他の政治的アクター）の議席最大化行動を仮定する選挙制度  

改革のフォーマル・モデルを提示している。期待議席を最大化する別の  

選挙制度を導入Lようとする政党が，憲法などに規定されている，改革に必  

要な割合以上の連合を形成することができれば馴鹿改革が行われ，現状より  

改善する余地が失われたときに均衡に達して変化が止まるというものであ  

（3）同様の問題を大黒（1鮒9）は「制度改革のジレンマ」と呼んでいる（、  

（4）河野は，Bawn（1993）の議論を一般化して，選挙制度に関する政党の選好は選挙制度   
がもたらす得票率から議席への換算という機械的な問題への考慮にのみ依存するのでは   

なく，連立をめぐる思惑など，各政党がおかれているその時々の政治的状況によって影   

響される，と述べるとともに，片山政権期において社会党政権が比例代表制を導入しな   

かったことを例に挙げている。  

（5）Boix（1999）においては，議会参入に必要な得票率（．EffectiveElectoralThreshold’）   

を従属変数．社会二主義勢力の強さ，ブルジョア政党の分裂度を独立変数としたモデルと   

なっているが，主に世紀転換期から戦間別にかけての，民主化途上のヨーロッパ諸国を   

対象とLた分析である、〕第二次大戦後民土化したドイツ，日本，イタリア，イベリアな   

ども含まれている。  
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る。   

ReillyandRaynolds（1999）は，選挙制度の導入・改革について，ハンティ  

ントンばりの「三つの波」が存在し，それぞれの時期（波）において採用さ  

れる代表的な選挙制度および，制度が導入・改革される様相が異なると述べ  

ている。第一の波においては，支配層が比較的同質的なアングロ■サクソン  

諸国において，その優位を固定化するための相対多数削が導入され，それに  

対して社会がいくつかの集団に分裂する傾向の強い大陸ヨーロッパにおい  

て，それぞれの社会集団の間の統合を図るために比例代表制が導入される（6）。  

第二の波は第二次世界大戦後であり，植民地支配から独立する新興諸国が旧  

宗主国の制度を引き継ぐ（旧イギリス植民地における相対多数制，イベリア  

植民地における比例代表制など）パターン，他国が例えば敗戦国に対して制  

度導入を強いるパターン（西ドイツ）が挙げられている。第三の波において  

は，東欧などの地域における新興民主主義諸国において，各制度のメリット・  

デメリットを考慮し，議論を行った上で選択を行う意識的設計（conscious  

design）が行われたとする。ただL，この場合においてもエリート間交渉や  

妥協により制度が選択される可能性が排除されるわけではない。一般的に言  

うなら，改革によって選ばれる選挙制度は，ある国においてそのときどのよ  

うな政治的課題が議題に上っているかということに依存するということでも  

ある。   

これらの議論の多くは，新興デモクラシーで最初の選挙制度（bunding  

election）が導入される場合や，有権者数の急速な拡大がおこる民主化途上の  

歴史的事例など，「政党の制度化」（MoserandScheiner2004）があまり進ん  

でいない局面を想定したものであり，安定したデモクラシーにおける選挙制  

度改革（あるいはその不在）についての説明を行おうとするものは少ない。  

また，これらの議論は基本的に政治的エリートが受動的な有権者に選挙制度  

を賦与する構図となっているが，1959年および1968年のアイルランド．近年  

（6）多極共存型デモクラシー（consociationaldemocracy）において権力分かち合いのため   

比例代表制が導入される，というレイプハルトと発想を同じくする（Lijphart1977）。  
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のイタリア，ニュージーランドのケースではレファレンダムを用いて有権者  

が選挙制度の決定に大きな影響を与えている。   

Norris（1995a）は，安定したデモクラシー諸国における選挙制度システ  

ム改革の事例（ニュージーランド．イタリア，日本など）から，制度改革の  

原因として3つの長期的要因の複合を挙げている。（1）選挙結果および政治的  

編成の変動（政治的脱編成politicaldealignment），（2）スキャンダルおよび政  

府の失敗，（3）レファレンダムによる有権者の要請，これらが制度改革の潜在  

的な原因になりうるというのである。Dunleavy and Margetts（1995）も，  

1960年代以降，アメリカを除く多くの相対多数制国において，既存政党への  

不信やマスメディアの発達，選挙キャンペーン技術の進展によって，政党シ  

ステムの細分化（fragmcntation）が進む傾向にあり，選挙制度を変更する圧  

力になりうることを指摘している（7）。一方，Sakamoto（1999）は，90年代前  

半に選挙制度改革を行ったニュージーランド，イタリア，日本の事例を比較  

して，Norris（1995a）のいうようなマクロ的要因の影響力を認めつつ，日  

本の事例については大衆の圧力をそのまま表出するレファレンダムのプロセ  

スを経ていないことから，マクロ的要因が選挙制度改革に繋がる間に，政治  

的アクターのインセンティヴ構造が変動し，新制度と改革派の利害が一致す  

ることが必要であったとする。  

2 イギリスにおける選挙制度改革  

この節では，イギリスにおいて行われてきた選挙制度改革の試みを，前節  

でみた理論的観点に基づいて概観するとともに，選挙制度改革のなかでどの  

ようなことが議論の対象となったのかということについて論じる。  

（7）イギリス，ニュージーランド，カナダなどが例に挙げられている．〕  

〟持   
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2．1ウエストミンスター議会   

2．l．1 ジ工ンキンズ報告まで   

イギリスの多数削は13世紀中頃，シモン・ド・モンフォール（Simon de  

Monfort）の改革まで遡ることができるといわれるが，その定数は必ずしも  

1人に限られない状況が長らく続いた。むしろイングランドで圧倒的多数を  

占めたのは2人区で，ロンドンなどの4人区，いくつかの1人区は数％に過  

ぎなかった。アイルランド，ウェールズ，スコットランドでは1人区が支配  

的であったが，それでもイギリス全体となると，1人区の割合は2割に満た  

なかった。19世紀の改革は都市部における定数を増やしたため，依然として  

1人区が支配的になることはなかった。選挙権拡大を中心とする選挙制度改  

革が進む中で，大陸ヨーロッパ同様，土地所有階級が少数派に陥ることへの  

危機感から，Cumulative Vote削（有権者定数と同数の票を持ち，重複投票  

可能）を提案するものもあった。同様の趣旨から削限投票制（LimitedVote，  

LV．移譲式でないので調整問題（8）が発生する）が都市の選挙区で導入されて  

いる。この頃ヘア（Thomas Hare）が比例代表制（全国1区STV）導入を  

主張し，ミル（JohnStuartMill）もそれを支持したが，彼らの臼的は教養あ  

るエリート＝少数派を議会に残すことであった。第3次改革の頃には STV  

の導入も検討されたが，保守党，自由党ともに1人区を支持するようになっ  

たことで，LV選挙区の多くは廃」とされ．FPTPが支配的になる。保守党に  

とってはこれも少数派生き残りの一環であったとされる（Carstairs1980，甲  

斐2003）。   

第一次世界大戦の時期，挙国－′一致政権の登場や労働党の進出にともなって  

政党システムが流動化・多党化したこともあり，1916年から翌年にかけて開  

かれた両院議長会議（Speaker’s Conference）はバラ選挙区における比例代  

表制（STV），1人区におけるAVという混合的制度の導入を提案したが，  

17年から翌年にかけて提出された改革法案は否決された。臼由党は党勢の衰  

退を受けて，1922年党大会以後比例代表制（主にSTV）の導入を訴えるよう  

（8）調整問題についてはLijphartetal，（1986）や川人（2004）などを参照。  
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になり，労働党が未だ単独で過半数を獲得できない三党別状況において，支  

持を与える見返りとして比例代表制導人を求めたが，労働党の大勢は既に未  

来を見据え，FPTP支持に傾いていた。1931年の労働党政権時にはAVの導  

人が検討されるが，上院の反対で実現しなかった。結局第二次世界大戦後に  

は保守党・労働党が90％以上の得票率を独占する典型的二党利が現出し，一  

時の不確実射犬況がなくなるとともに，′ト政党に転落した自由党のか細い声  

はかき消される（Hart1992；Norris1995）。   

再びイギリスの選挙制度への疑念が高まるには1970年代を待たねばならな  

かった。この時期になるとFPTPの問題点が明らかになっってくる。二大政  

党の投票シェアが減少し，自由党が復活するとともに地域政見が議席を確保  

するようになる一方，労働党が利益を受けがちな南北の議度配分のアンバラ  

ンスが明らかになる。FPTPの下での「敵対的政治」はイギリス経済不振の  

一因とされた。74年2月総選挙では，1929年以来のハング・パーラメントと  

なった。この中で保守党内でもConservativeActionforElectoralReformが  

STV を提案するなどの動きが見られ，自由党などとともに，超党派の  

NationalCommitteeforElectoralReform（NCER）が設置されたtr不公平な  

選挙削度のもとで労働党内の極左派が権力を握ることへの強い危機感が背景  

にあった。ただし，二大政党の大勢は自らに利益を与えるFPTPを支持し続  

けた㈲。80年代になると，サッチャー政権が過半数に及ばない得票で強気な  

政権運営を進める→方，自由党・SDP連合は得票率で労働党に迫りつつも議  

席は遠く及ばないという状況で．FPTPの歪みが更に強く意識されることに  

なった。これにともなって選挙制度の改正を求めるCharter’88などの団体  

の活動も活発になる。   

この状況が変化するには，労働党がサッチャーに3連敗を喫し，党の将来  

に不安を感じざるを得ないような状況まで追い込まれる必要があった。キ  

（9）Weir（1992）コ70年代中盤に実施されたいくつかの世論調査では，自由党支持者のみな   

らず，保守党支持者の中でも比例代表制の華人に賛成する意見が多くみられた。利益を   
受けていた労働党支持者は，比例代表制を「より公平」と評価しながらも，それが生み   

出す結果については利己的な判断を（止直に）示す者の割合が⊥回った。  

Jβ5   
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ノック（NeilKinnock）党首のもとで，比例代表制導入を求める動きや，ハ  

ング㌧パーラメントの出現を考慮して，アシュダウン（PaddyAshdown）の  

自由民主党への接近が開始されている。党lノ引こはハタズリー（Roy  

Hattersley）ら有力者の反対もあったが，権限移譲により設置される地域議  

会や欧州議会，地方政府の選挙制度を含めて研究を行う場として，1990年12  

月，プラント教授（RaymondP】ant．LordPlant）を座長とする作業部会（通  

称プラント委員会）が設置されたウニうした動きは来る92年総選挙において，  

反トuリーの戦略投票を促す意図もあったとされる（Westlake2001）。   

プラント委員会の勧告から，権限移譲後の議会や欧州議会の選挙において  

ウェストミンスターと異なる制度を導入する方針が実際に採用されることに  

なった。一一方でプラ ント委員会の最終報告（第3次）におけるウェストミン  

スク一議会の選出方法の代替案は，結局見内意見の分裂状況に妥協的した結  

果，FPTPと比例性という点でそれほど変わるところのないSV’H））であった。  

AMS 支持派は9対7の僅差で敗北している。こうした意見の対立は労働党  

議員においても同様であり，LabourCampaignforElectoralReformの推す  

AMSを支持する議員と，伝統的FPTPによって再び政権に復帰しうると考  

える議員に分かれた。党の分裂を回避しつつ，自由民主党との協力関係も維  

持したいと考えた党首スミス（JohnSmith）の結論は，現行制度と代替案の  

間でレファレンダムを実施するというものであり，93年党大会において党の  

公式の政策となる（11）。  

1992年総選挙後自由民主党は，党首アシュダウンのもと，等距離戦略  

（cquidistanee）から，労働党との協調＝「プロジェクト」（LtheprQject’）路  

線に転じた。権限移譲と選挙制度改革においてもこの共闘路線が大きな意味  

をもつことになる。1992年頃からキノック，スミス，ブレア（Tony Blair）  
七  

（10）戦略投票を促すことで主に自由民主党を利する反面で，保守党に不利なバイアスをも   

つとされる。  

（11）スミスはスコットランドにおいて比例代表を導入することには積極的であったが，借   

入的にはウェストミンスターで同様の変更を行うべきであるとは考えていなかった   

（Stuart2005ニ293－296）（つ  
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やジュンキンズ卿（RoyJenkins），アシェダウンらとの間で，反トーT）一陣  

営形成，と国政改革（上院改革，権限移譲，欧州人権規約など）に関する会  

合がもたれるようになる。ブレアは「進歩的」二党の協力に強い意欲をみせ  

た。ジュンキンズは自由民主党にとっての比例代表制導入の重要性をブレア  

に伝え，労働党内でもクック（Robin Cook），マンデルソン（Peter  

Mandelson），リドル（RogerLiddle）らは比例代表制導入を含めてプロジェ  

クトを支持していた。これに対して，ブラウン（GordonBrown），ストロー  

（Jack Straw）．プレスコット（John Prescott）らは自由民主党との提携を  

含めて反対の立場をとった。ブレアは比例代表（AV）支持に傾いていたと  

されるが，プロジェクト反対派との内紛の懸念に加え，保守党およびメディ  

アがこの間題を攻撃してくることを怖れていた（Seldon 2004；Ashdown  

2002．）。皮肉にも97年総選挙が労働党に419議席もの安定多数，自由民主党に  

も戟後最大の52議席を与えたことは，連立およびウェストミンスター議会へ  

の比例代表制導入について，それぞれの党内のプロジェクト反対派を説得す  

る材料を失わせた。公約通り選挙制度検討のためジュンキンズを委員長とす  

る「投票制優に関する独立委員会」が設置されるが，その前途は発足時点か  

ら多難であったといえる。1997年総選挙の結果が，安定多数を得るために連  

立を必要とするような状況であれば，Boix（1999）やBenoit（2004）が想定  

するような，政権維持を目的とした制度デザインが行われた叶能性があった  

かもしれない（121。   

イギリスにおいて選挙制度改革連動が成功をみなかった理由として，  

Norris（1995b）は，（1）運動がエリート主導のものであり，大衆の関心が低  

かったこと・（2）たとえ国民の間に改革の機運が盛り上がったとしても，イタ   

リアやニユ】ジ‾ランドのよ うな国民投票の制度が存在しなかったこと・（3）云  

二大政党の間で改革への支持がなく，労働党において改革への動きが出てき  

（12）ただし，その後もブレアはプロジュクトを完全に放棄しようとせず，合同内閣協議委   

員会りointCabinetConsultativeComlTlittee）を設置するとともに，ウェストミンスクー   

以外の地域議会への比例代表制の導入を進めた。  
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たといっても未だ支配的となるにはほど遠かった，ということを挙げている。  

また，より理論的なものとしては，Dunleavy and Margetts（1995）が空  

間理論と「取引コスト」（transaction cost）概念を組み合わせることで，イ  

ギリス下院の選挙制度改革が実現しにくい理由を説明している。「統治能力」  

（governability）と「比例性」（proportionality）の2つの軸からなる2次元  

空間において，保守党，・労働党，自由民主党の3党の最適点（optimalpoint）  

から，勝利集合（winset）を考えるモ  

デルである（Fig．l～Fig．3′）。取引  

コストr13Jを考慮すると，労働党・保守  

党による勝利集合の可能性がなくなっ  

てしまう（Fig．2）（1d）。   

2．1．2 ジェンキンズ委員会報告   

上述の「投票制度に関する独立委員  

会」通称「ジュンキンズ委員会」は1998  

年10月に報告書を提出している。政党  
耗治能力／自己利益  

Fig．1連合可能性  

統治能プ」／′自L利益  

Fig．3 90年代半ばの状況  

統治能力′′自己利益  

F隠2 取引コストがある場合  

（l効 ここでは世論の反応や．各党内の議員・活動家の反対などが考えられる（」  

炬）比例代表制や混合刷を導入すると（進も然り），制度によっては（名簿式の場合など）   

克と党員の権力関係に影響を及ぼす可能性があるしつ これは党員や議員，活動家にとって   

の合理性と党としての合理性のズレを生む。政党同上の提携による選挙制庶政革によっ   

て政党に利益があったとしても．個人的な便益は必ずしも大きくない可能性があるハ  
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や団体のみならず代表的な選挙制度研究者による理論的・実証的根拠に基づ  

く意見書が数多く採録されている。報告内容にも，それらの政治エリートや  

教養層の持っている見解が反映されているものと考えられる（HM  

Government1998）u5）。イギ1）スの場合，王立委員会のような独立の組織に多  

くの専門家が集められることで，非常に広範な問題が議論の姐上に上ること  

になる。ここでは，イギリスの選挙制度改革において重視される政治的・理  

論的問題について，事実上死産したが故にあまり振り返られることのない  

ジェンキンズ委員会報告を素材にしながら検討Lたい。   

委員会は，将来レファレンダムが実施される場合に，FPTPと並んで有権  

者に示される代替制度の提案をなすことを中心的な責務とした。付託がなさ  

れるにあたっては，選挙制度の評価をなすにあたって政府から4つの基準が  

示されていた（16）。「比例性」（broadproportionality），「安定政権」（theneed  

for stable govenment），「有権者の選択の拡大」（an extention of voter  

choice），「議員と有権者の選挙区における地理的な紐帯の維持」（the  

maintenanceofalinkbetweenMPsandgeographicalconstituencies）とい  

う，対立し合う要請を含み，全てを同時に実現することが困難な基準である。   

委員会は現行システムと代替案の候補について，主に4つの基準に基づい  

た議論を展開している。まず現行FPTPの特徴として，長らく国民に親しま  

れており，変更への熱意は高くないこと，投票方法．カウント方法における  

単純さ，一党による多数派獲得の可能性が高いこととそれゆえに失敗した政  

府を壊すことができること（安定政権と応答性あるいはアカウンタビリ  

テイ），議員と選挙区との直接的な関係が明確であること，である。その欠点  

については，敵対的政治（adversarypolitics）が常態となることによる非統  

合作用，意見の変動を誇張する性質（非比例性），すなわち全投票の1／2に  

満たない得票率で人工的に形成された多数派が，70年代までの労働党のよう  

（15）甲斐（2004）は，イギリス選挙制度改革史におけるSTVの位置づけを行うなかで．   
ジュンキンズ委員会報告についても言及している。  

（16）90年代のプラント委員会において検討が行われていた一〔買が多く．議論の前提となって   

いることが推測される（Plant1991）。  
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な国有化，80年代サッチャー政権の行った大規模民営化・人頭税導入のよう  

な反対も多い強引な政策を推進すること（Lord Hailsham の批判した   

‘electoraldictatorshipl），反面第3位の政党が大きな不利を受けること，二大  

政党支持の地理的分裂によるアンバランス17＼などが挙げられている。選択  

の拡大という基準について，実質的な競争が150程度の選挙区に限定され，残  

りはセーフ・シートであるため，実質的に選択の意味がなくなっており，得  

票率にも悪影響を与えていること，が挙げられている。個別の選挙区につい  

てみても，相対多数pluralityであって過半数majoritatianではなく，半数近  

い議員が実際50％の得票率を得ていないということである。女性やマイノリ  

ティの議員を増やすことに関しても．名簿式のほうが対応しやすい側面があ  

る。単独政権の伝緯が重視されてきた→方で，過去150年間において，FPTP  

のもとで「安定した」単独政権が生み出されたのは．64年間程度でしかない  

ことも指摘されているし18）。これらは，FPTPの長所と短所について，様々な  

研究や団体の意見を網羅的に検討したものといえる。  

次に，軽微な変更である．「順位指定投票制」（AlternativeVote‥以下AV）  

の検討が行われている。AVは，選好投票（preferentialvotesystem）の一  

種であり，選挙区の定数が1であるという点においては相対多数制と同じで  

あるが，投票者は候補者について選好順位を付すことができる。第一選好順  

位のカウントにおいて過半数の得票を獲得した候補者がいない場合，最下位  

だった候補者が除外されるとともに，その候補者を第一選好としていた投票  

者の票が第二順位の候補者に配分されて，第二回目のカウントが行われる。  

このサイクルはいずれかの候補者が過半数の得票を得るまで繰り返される。  

自由民主党の党首選挙において採椚れている方法である（成贋2006）。規  

似の制度として，選好順位の記載が第二位までに制限され・上位2人のみが  

残される二回目のカウントにおいて過半数の得票が必ずしも要求されない  

（17）70年代までは保守党に有利であったが，90年代に入ってスコットランド，ウェールズ   

から実質保守党が排除され，自由民主見も労働党寄り（二なったことから，労働党に有利   

なバイアスが存在しているといわれる。Johnstonetal．（2001）を参照。  

（18）ただし戦後の60年で安是政接がもたらされなかったのは12年程度である。  
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「補充投票制」（Supplementary Vote，SV）があり，ロンドン市長選挙にお  

いて抹用されている。   

AVは相対多数別に近く，有権者の選択が拡張されるとともに，死票が減  

ることが期待されるが，比例性という点ではAMSなどのMMPやSTVよ  

り非比例的であり，労働党と自由民主党の政策距離が接近する状況において  

は保守党に対するバイアスが生じる。委員会はAV，そして同様の性質を持  

つSV，二回投票制については，4つの基準のうち，比例性についてFPTP  

よりも悪化する可能性があることに加え，有権者に実質選択の余地がない  

セrフシートが多く残されるということを理由にこれらを斥ける（甘M  

Governmented．1998：Ch．5）。   

STVは比例代表の一種であるととらえられ，イギリスにおける選挙制度改  

革の歴史上，しばしば導入を検討されるとともに（前述のヘアの提案や1916  

～17年の議長会議提案），イギリスの一部であったアイルランド，そして現在  

アルスタ議会・欧州議会選挙において導入されている制度である。比例性が  

高く，同じ選挙区における同一政党の候補者の間での順位付けが可能である  

という点で選択の拡大に資すると評価されているものの，その利点に付随す  

る大きな欠点を理由に委員会はSTVの導人を推奨しない。それは，アイル  

ランドやマルタよりも大きな人口を持つイギリスでは選挙区が大きくなり，  

議員と有権者の繋がりが弱まる可能性がある。選択の幅が大きくなる一方で，  

投票用紙は長く複雑になり，平均的有権者にとって大きな負担を与えること  

になる。この状況では拡大したはずの選択が意味をなさないうえ，複雑であ  

るゆえの投票率低下を招く‾可能性がある。実際にアイルランドで無効票が増  

大し，投票率も低下していることが知られている。さらに，スコットランド  

やウェールズ・欧州議会選挙で導入されることになった比例代表制と異なる   

制度であることも，混乱を助長する可能性があるとする＝射。  

（19）HMGovernmented．（1998：Ch．6）。その他，1917年の言義長会議提案でみられたハイ  

ブリソド型（都市部におけるSTVとそれ以外のFPTPの混在）による比例性改善と選  
挙区の維持も盤上に上っているが，却下されている。  
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最後に検討の対象となるのは混合システムである。ここでは，4つの要請  

と，委員会による追加的な条件を和解しうるフレキシビリティを持ったフ  

レームワークとして，MMPの一種であるAV十が推奨されることになる。  

これはイギリスにおける選挙区重視のイ云統を維持しつつ，限定的修正を行う  

ことで少数派への公平性賦与を行うことができるとされている。二票制・非  

拘束式名簿式を用いることで，同一政党内での候補者間の選択が可能になる   

（選択の拡大）。一方，安定した政府をつくるための調整も可能である。ドイ  

ツ型では名簿式の上乗せ部分が50％になっているが，これはイギリスにおい  

てはリンクの観点から問題をはらむ上，高い確率で連合政治をもたらす。こ  

れは小規模な中道政党に過大なバーゲニング・パワーを与えることが，二大  

政党の反発を招きかねないし20－。委員会もこの間題に敏感でありト上乗せ部分  

を15～20％とすることである程度の比例性を実現しつつ，多くの場合安定政  

府の成立を実現するという方法を選んでいるr2㌔選挙区部分にAVを採用す  

ることについては，選択の幅が増すこと，当選者が過半数の支持を得て，正  

錮 委員会報告には，各党や研究者，各種団体の意見書が採録されている。  

保守党意見書はFPTP以外のいかなる選択肢も斥ける理由として，FPTPは政府や議   

員をアカウンタブルにするために必要である（実績をあげられないときに下野あるいは   

渚選させられる）こと．安定で効果的な政府を成立させること（同時に強力で次回選挙   

でオルタナティヴとなりうる野党をつくる），選挙区において議員や政党が全選挙民の利   

害を考える必要が生じるという．【ュで「代表性」を増すということを挙げる。4つの基準   

との関連では．安定政府や選挙区におけるリンクが上位の価値とされている。選択の拡   

大については，選好投票は所詮2位以降の順位を加えての話であり，2回目以降のカウ   

ントによる「過半数」の獲得にも重きをおいていない。  

比例性概念および比例代表的制度については，労働鬼，保守党ともに優先順位が低い。   

のみならず，得票と議席数の間の比例性指標的な意味での比例性よりも，権力行使の次   
元における比例性－シャープレイ・シュービック指数やバンサブ指数のような一につい   

て注月し．（西）ドイツにおけるFDPのような得票率の低い政党が連合政線状況におい   

てその要政党としての（イデオロギー的）位置を資源として，不釣り合いな力（ポスト，   

政権参加）を得ることを問題視している。  

（21）イングランドでは幾つかのカウンティあるいは大都市ディストリクトで併せて65ブ   

Uツク程度となる。スコットランド．ウェールズではそれぞれの地域議会におけるAMS   

のブロック（8および5）を充てるものとし合計80ブロックとなる。大都市・アルスタ   

については2ブロックにそれぞれ2人の上乗せ宣教を割り当てるなど，1プロ・ノクあた   

り1ないし2の定数とするいシミュレーションでは，92年を除いて過去4回（97年以前）   

の選挙で安定政権を実現しうるとされている（HMGovernmented．1998：AnnexA）。  

JJ2   



同 法（57〈1）220  

統性を増すことに加え，死票が減ることを理由としている。それに加えて，  

候補者がよキ）広い支持を集めようとする必要があり，他候補への攻撃を避け  

るようになることが期待されている。これは，議会政治のあり方全体をコン  

センサス志向のものに変えたいという委員会の意向が反映している。選挙区  

を大幅に変更する必要はなく，制度としてもそれほど複雑にならない（HM  

Governmented．1998：Ch．7）。この提案について，結果においてそれほど  

大きな変化を起こさない故に，比例代表制支持者からは微温的として批判さ  

れているが，現在のイギリス社会における意見分布の状況に削約をうけつつ  

現実的な改革案を提示しようとした努力は評価できよう。   

2．l．3 上院改革案における選挙制度   

2007年2月に出された上院改革についての自書（Cm7027）においては．  

直接選挙に基づく議員選出の導入を前提とする場合，当然必要になってくる  

選挙制度の議論が含まれている（22）。そこで提案されている選挙制度は，  

partiallyopenlistsystem’（またはpartiallyopenregional1istsystern）すな  

わち「準非拘束名簿式比例代表制」である。名簿の単位は欧州議会選挙のリー  

ジョンに対応し，欧州議会選挙と同じ周期で実施（1／3ずつ改選）され，15  

年任期，再選・再指名なしとなっている（231。   

FPTP や比例代表軋 STV など諸システムの長所短所が検討されている  

が，FPTPの重要な特件として，安定した明白なマンデートに基づく多数派  

政府形成の蓋然性の高さ，といった要素に加えて，領域代表（territorial  

representation）概念との関連が強いことが挙げられているくつ地域別名簿式比  

例代表制（regional1ists，PR）を推奨する理由としても，比例性に加えて，  

一定の地域を代表するという性質が維持されることが挙げられており，ジュ  

ンキンズ委員会における検討事項における評価が踏襲されている。  
（⊃   

梅津（2004）を参照。  郎）HMGovernment（2007）。上院改革の経緯については   
鍋 上院は－下院とは異なる性質の議会とするという考え方のもと，いくつかの原則（補完   

性の原則（principleoIcomplementarity），複合件の原則（principleofcomposition）な   
ど）のもと，単に選挙システムを創設する以上の改革となっている。  
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2．2 スコットランド議会   

70年代末のレファレンダムにおける敗北ののちr24），スコットランド自治運  

動が再び息を吹き返したのは80年代半ばのことである。87年総選挙では，労  

働党がイギリス全体としては惨敗を喫したのに対し，コミュニティ・チャー  

ジ（CommunityCharge．俗に‘人頭税’（PollTax））に象徴されるサッチャー  

政権に対する反発は強く，スコットランド労働党は多くの議席を奪回した。  

スコットランド労働党の中で自治を目指すグループは Scottish Labour  

Action（SLA）や超党派のCampaignfortheScottishAsseInbry（CSA）に  

拠り，ロンドンの執行部に対しては，分裂をちらつかせながら運動を進めて  

いった。1988年，CSAにConstitutionSteeringCommitteeが置かれ，翌年  

の「スコットランド国利会議」（Scotland ConstitutionalConvention，以下  

SCC）の結成が準備された。スコットランド労働党のリーダーで影のスコッ  

トランド相であったデューワ（DonaldDewar）のもと，党としてのSCCへ  

の参加が決定した（′富田2002）。   

SCC はスコットランドヘの権限移譲とその政治制度のあり方を討議する  

ための超党派組織であったが，事実上労働党と自由民主党が主導する形と  

なった。自治派の認識としては，スコットランド議会を設置するにあたって  

は，スコットランド内での（反トーリー）自治派が手を組むことが必要であ  

り，そのためには比例代表制の導入も受け入れるということであった。選挙  

制度については，SCCから1990年と1995年に2つの報告書が提出されている  

（Davidson1995：Ch．5）。SCCは1994年から95年にかけて，スコットラン  

ド議会の選挙制度とジェンダー平等化についての話し合いを行った結果，最  

終報告書「スコットランドの議会，スコットランドの権利」（Scotland’s  

Parliament：Scotland’sRightl）において重要な提言をしている。そこで提案  

された選挙制度は，実際に導入された選挙制度と全く同様の．一人二票制の  

追加メンバーシステム（AdditionalMemberSystem，AMS）であったr25） 。自  

由民主党が長らく比例性の高いSTVを主張してきたのに対し，労働党は複  

錮 スコットランド自治運動の歴史的展開については小舘（2001）を参照。  
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雑さと選挙区・議員リンクの曖昧化をもたらすSTVに対する拒否反応が強  

く．ÅMSを支持していた（26－。   

FPTf のもとで過半数の得票なしに支配的な議席数を得ていた労働党が  

比例代表制を受け入れた背景として，Taylor（2002：Ch．3）は，70年代の  

レフェレンダムにおいて住民の40％の賛成票を得られなかったことから，広  

範な支持を受けていることをアピールするために自由民主党との協調が欠か  

せなかったこと，スコットランド労働党の強い地域がスコットランドの中央  

ベルト地帯に集巾していたことが，それ以外の地方の反感を招くことを懸念  

したこと，将来SNPがFPTPのもと．過半数に満たない得票で過半数の議  

席を獲得することになれば，独立連動が勢いを増す可能性があると考えたこ  

と（27）にあったとする。   

このようにスコットランドで権限移譲および制度形成への議論が積み重ね  

られていくなか，ロンドンでは分権に関する動きは鈍かった。労働党内で権  

限移譲についての取組みが始まるのは，権限移譲に熱心であったスミスが党  

首に就任するのを待たねばならなかった。彼が死去したのち後を継いだ7■レ  

アも分権さらには比例代表制の受け入れまで理解を示していた。ロンドンの  

労働党百脳部は権限移譲の提案が目前に迫った政権奪回の機会に影響を及ぼ  

すことを怖れたため，スコットランド，ウェールズヘの権限移譲については．  

70年代の先例に倣ってレフェレンダムを行うこととした〔28J。それでも．ス  

e5）スコットランド憲法会議のWebペしジhLLp二／／www．almac．co．uk／businesspark／scc／   
を参照。ジェンダー平等については政党間の協定によるものとされた。  

C26）Taylor（2002：Ch．4）。Bogdanorによれば，1970年代に行われた分権レファレンダ   

ムの失敗の→因は，FPTPの導人により結局労働党支配となって，分権が無意味になっ   
てしまう可能性があるという危惧にあった。また，ウェールズについては，スコットラ   

ンドよりも相対的に労働党支持が強く．ナショナリスト（プライド・カムリ）もSNPほ   

どの強敵でなかったこともあり，権限移譲それ自体について労働党内で意見の一致をみ   
なかった。制度についての議論も労働党内部の議論が中心となり，95年のウェールズ労   

働党大会はFPTP支持を決完したが，ブレアらの説得により AMSの導入を受け入れた   

という経緯がある（Bogdanor1999：219221）。  

抑 80年代半ば以降のSNPの復活とその政策志匝」について，秋本（2004）を参照ハ  

ウ由 この点についてはSLAなどスコ、ソトランド内部の自治推進派と，党首脳部との間で対   
立が発生したが，スコットランド労働党首脳部はロンドンの意向を受け入れた。  
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コットランド内部で前もって権限移譲彼の制度について準備が進められたこ  

と（とレフェレンダムが立法前に実施されたこと）は，レフェレンダム後の  

法案通過を容易にするとともに，その内容についてスコットランドの側が完  

全に主導権を握ることにつながった（Bogdanor1999：195－200）。プラント  

報告（第2次）を受けて，労働党全国執行部（NationalExecutive）はスコッ  

トランド議会開設後のAMS導入を受け容れている。  

労働党政権成立按の1997年9月11日および18□，スコットランド，ウェー  

ルズにおいて議会設置および徴税権に関する2つの質問からなるレフェレン  

ダムが実施された。保守党（ユニオニスト）以外の諸政党は団結して賛成支  

持（▲‘Yes－Yes”）を訴えるキャンペーンを行ったt2g，。両地域とも議会設置  

持が過半数に達し，結果に従ってScotland Act1998およびGovernment of  

WalesAcし1998が導入され，スコットランド議会（ScottishParliament）お  

よびスコットランド政府（Scottish Executive），ウェールズ議会（Welsh  

Assembly）が設置されることとなった。  

スコットランドの場合，選挙制度と権限移譲の実現（レフェレンダムにお  

ける過半数の獲得）というイシューが組み合わさることとなった。スコット  

ランド労働党が自由民主党など他の政党との妥協を必要としたこと，そして  

SNP（およびその他の急進的独立派）が多数派を握る可能性という将来の不  

確実性という要因（ロッカン仮説）によって，必ずしも現在の労働党にとっ  

て議席（およびポスト，政策）最大化をもたらさない比例代表制（AMS）が  

導入されることになったのである。  

七  鴎lスコットランドでのレファレンダムのQuestionlは，（1）．Iagree thaLthereshouldbc  

aScottishParliament’or（2）●1donotagreethaしthcreshouldbeaScottishParliament’  

Question2が（1）‘IagreeしhaしaScottishParliamentshouldhavetax－Varyingpowers’or  

（2）‘IdonotagreethataScottishParljamentshouldhavetax－Varyingpowers’となって  

いる。いずれも賛成多数（第1間，第2間ともに60．4％の支持）となった，ウェールズ  

でも9月18日に同様のレフェレンダムが実施され，第1間は賛成多数（50．3％）となっ  

たが，第2間は僅かに過半数に届かなかった（49．7％）。  
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3 選挙制度改革の帰結と有権者の態度   

3．1混合システムへの改革   

近年イギリスで導入された選挙制度および，幾つかの改革案のなかで導入  

を推奨されている制度は，大きく分ければ何れも「混合システム」（1Tlixed  

systemまたはmixedmembersystem）に区分される。混合システムは近年  

注目を集めており．理論的考察や実証分析が急速に拡大している（代表的な  

ものとして，ShugartandWattengbergeds．2002）。本項ではそれらの知見  

に基づいて，選挙制度改革にともなう論点を整理する。   

混合システムは．小選挙区部分と比例代表部分のリンク（補償）と，それ  

ぞれの部分の議席数の比率，小選挙区部分の選び方（相対多数，絶対多数），  

名簿の仕組み，名簿ごとの定数など，柔軟で多様な制度設計が可能である。  

様々な組み合わせにより，政党システムヤ有効政党数，政党と候補者の関係  

などに異なる影響が生じることになる。MoserandScheiner（2004）は混合  

システムを採用する国々（30）の．多数制部分．比例部分それぞれの機能につい  

て検証を行い，選挙制度一般に存在する「抑制効果」（constrainingeffect）（31）  

について，「政党（システム）の制度化」によって作用の度合いが異なること  

を指摘している（32－。また，混合システムの場合，異なる層が存在することが  

有権者の投票行動に影響を与える「汚染効果」（contaminating eLfect）が存  

在することが指摘されている（Nishikawa and Herron2004；Ferrara et al．  

2005）。ウェールズ，スコットランドの場合，より間接的であるにせよ，ウェ  

ストミンスター議会選挙（あるいは欧州議会選挙）の存在が有権者に及ぼす  

榊 ドイツなど先進国から、ロシアやウクライナなど新興デモクラシーを含む15ケ国が対   

象となっている。  

（3i）デュヴェルジェ効果や定数，阻止条項などによって有効政党数（nLlmber c．f effective   

parties）および有効候補者数を削減する効果をさす。  
8オ Cox（1994）などが指摘したように，デュヴェルジェ効果はあくまでディストリクト・   

レベルの効果であり，例えば小選挙区制が全国レベルの二人政党別の政党システムをも   

たらすか，という点については別のファクターを考慮せねばならない。Moser and   

Scheiner（2004）では．ディストリクト・レベルでの抑制効果が．全国レベルの政党シ   

ステムに「投影」（projection）されるかどうかという点についても検証がなされている。  
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汚染効果も考える必要があるかもしれない。  

ドイツやニュージーランドの混合システム（一小選挙区比例代表併用制－）に  

おいては，小選挙区部分と比例代表部分がリンクしており，小選挙区部分の  

非比例性が修正されるために実質的に比例代表制に近い議席割合になる。こ  

れに対Lてイタリアの93年の制度においては，比例代表部分の議席数が少な  

いために，小選挙区部分の非比例件を完全に補償するには不充分であるっ さ  

らに補償の方法も，比例代表部分において，］付候補者を出した政党の得票  

から小選挙区における2位候補者の得票数を引くというものとなっており，  

ドイツなどほど直接的な効果を生み出さない〔3＝i－。スコットランドやウェール  

ズの場合は補償が行われるが‥比例代表選出部分のほうが小選挙区選出部分  

より小さい（TabJe2）ため，ドイツ，ニュージーランドほど比例性が高く  

ない（34）。名簿も地域別（regionallist，欧州議会の選挙区と対応）となって，  

定数が絞られている こ と，ドイ ツにおいては「超過議席制」  

（Ubcrhangmandat）が存在し，議員の総数が変動するのに対して，スコッ  

トランド，ウェールズでは同様の制度はなく，議員総数が固定されているこ  

Table2 混合システムの諸特徴（MoserandScheiner（2004：179）から作成）  

国  凹致1）ンク  SMD   比率  PR規模 しきい 制度化  

13  あり  相対多数 299′′299－ 299＋  

3  あり  相対多数 475／155  155  

3  なし 相対多数 300′′1別） 16．36  

2  あり  相対多数  65／55  55  

3  あり  相対多数  73／56  7  

3  あり  相対多数  40／20  5  

済
済
済
済
済
済
済
末
 
 

し
 
 

5
4
0
5
0
0
5
 
 

な
 
 

ドイツ  

イタリア  

日本  

NZ  

スコットランド  

ウェールズ  

ジュンキンズ報告  冊   あり   ∧V  4・－5．67  

ロシア  3  なし 柿対多数 225／225  225  

B頚 選挙区の有権者数などによって影響には幅がありうる。→方で，小選挙区部分におけ   

る健闘の度合いが反映される制度となっているしつ  

糾 この割合の決定は，スコットランドの諸政虜間で最後まで交渉がまとまらなかった問   
題である（Wright1997：富凹2002）。また，この特徴はイギリスで導入または提案され   

た全ての混合システムに共通する（つ  
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と，である。いずれも比例性を低下させる効果がある（35）。な玖 スコットラ  

ンドとウェールズともにドイツ同様重複立候補が叶能になっており，批判・  

再検討の対象になっている。ウェールズでは，リチャード委員会報告におい  

て重複立候補制度の禁止が勧告されている（後述）。   

ジュンキンズ報告が提案したAV十も混合システムの一種である。選挙区  

部分と名簿部分のリンクも存在しており，選挙区部分で候補者を獲得Lた政  

党は，名簿部分（「上乗せ」部分）の得票を除す基数にその当選者数がプラス  

される。選挙区選出部分において AV を使用する点に独自性をを持ってい  

る。ただし，名簿部分の割合が15㌧20％と限定されていること，上乗せ部分  

の定数が1ないし2とされていることから，補償の恩恵をうける政党が限定  

さjt（36），全体の比例性はそれほど改善されない。この定数の少なさもあっ  

て．小党分立の危険がないということを理由に，しきいは設けられていない  

（HMGovernmented．1998）‘37）。   

スコットランド，ウェールズについては改革ではなく新設すなわち先行す  

る制度がない状態でつくられたものである点では，新興デモクラシーにおけ  

る制度創設と同じ状況にある。ただし，新興デモクラシーーにおける制度の創  

設において，政党の制度化の度合いが小さく，政治エリートにとっても有権  

Tab）e3 有効政党数（地域別）  

1999  2003  2007  

スコットランド  3．44  4．23  3．41  

ウェールズ  3．03  3．00  3．33  

20D1  2005  

ウェス トミンスター  2．17  2．45  

個 2007年には主要4政党のうち，選挙区当選者数の低い保守党以外ほ最終的な議席率が   

上乗せ部分の得票率を上則った。TabLe4を参照〔つ  
㈹ 主に第三党である自由民主党が恩恵を受ける。  

抑 イギリスで導入あるいは提案されている混合システムにおいてLきいが設けられてい   

るのはロンドン議会だけであるり 人種主義的極右政党の登場を防ぐ目的とされる（⊃  
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者にとっても充分な情報が与えられていないために将来の不確定性が非常に  

大きいのに対して，イギリスの場合，地域政党に対する投票行動が全国レベ  

ルの議会と異なる可能性があるとはいえ，選挙区については卜院選挙の長い  

経験があり，地域名簿についても欧州議会選挙と同一の選挙区・類似の制度  

が実施されるという，情報の不確実性を補う配慮がなされている。加えて参  

加する政党の制度化も進んでおり，各政見がとヾのくらいの得票を得ることが  

できるのか，相対的には予想しやすい状況にあったと考えられる。実際に，  

ディストリクト・レベル，地域全体レベルともにウェストミンスター議会よ  

Tabte4 スコットランド議会選挙結果（1999，2003，2007）  

1999  選挙区得票 選挙「考議席 名簿得票率 上．乗せ議席 合計 議席率 損得   

労働党  38．81   

SNP  28．74   

保守党   15．56  

白山民主党 14．15  

縁   

SSP  l．01   

その他  1．7   

56  43．4  得  

35  27．1 損  

18 14．0  損  

17 13．2  停  

1  0．8  損  

1  0．8  損  

1  0．8  椙  

3
 
7
 
0
 
2
 
 

1
 
 

5
 
 33．64  3  

27．26  28  

15．35  18  

12．43  5  

3．59  1  

1．99  1   

5．7  0  

労働党  34．6   

SNP  23．8   

保守党  16．6  

自由民主党  15．3  

緑   

SSP  6．2   

その他  3．4  

50  38．8  得  

27  20．9 中立  

18 14．0  損  

17 13．2  得  

7  5．4  損  

6   4．7  損  

4   3．1 損  

29．3  4  

20．9  18  

15．5  15  

11．8  4  

6．9  7  

6．7  6  

2007  
す
0
9
3
0
6
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労働党  32．2  
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り大きいものの，極端に有効政党数が増加するという事態は発生していない。  

3．2 有権者の態度   

選挙制度システム改革の研究それ自体多いとはいえないが，その多くは政  

治エリートの側を中心とした研究である。本節では，選挙制度システムおよ  

びその改革に関する有権者の評価について検討する。   

3．2．1 ウェストミンスター言義会   

イギリス有権者の選挙制度に関する態度をうかがうことのできる質問項目  

ほ，イギリスの総選挙に関する辛要なサーヴェイ調査であるBritishElection  

Survey2005（Clarkeetal．2006）では，「単独政権と連合政権のどちらが望  

ましいか」，という項目に限られる。結果をTable 5に示す。単独政権への  

支持が高いが，過半数には達していない。  

1997年総選挙と同時期に Patrick Dunleavy らによって実施されたサー  

ヴュイ調査“Mode11ingAlternativeElectoralSystemsinBritishConditions  

inthe1990’s’’にはr38），「得票に応じた議席割合をもたらす選挙制度に改正す  

べき」（a）および，「単独政権を生み出しやすいので，現在の選挙制度を維持す  

るべき」（b），それぞれの言明に対する評価についての質問項目が含まれてい  

る（Table6）。二つの質問の順位相関係数（ケンドールのタウb）は一0．584  

と，予想される通り負の相関を持っているが，矛盾する回答も含まれている。  

つまり，二つが矛盾すると原理であるという認識は強固であるとまではいえ  

Table5 単独政権か連合政権か  

Il  累積％  

単独政権 1，451  45．93  45．93  

連  合 1．116  35．33  81．26  

D K  592  18．74  100．00  

合 計   3，159 100．00  

㈲ この調査は．97年総選挙を異なるいくつかの選挙制度で行った場合どうなるかという   

シミュレーションを行うことがrlT心的目的ヒなっている（L）unleavyetal，1998）。  
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ない．っ  

一人の議員が選挙区を代表するのがいい（a）か，異なる政覚の議員も含めて  

複数の議員が広めのエリアを代表するのがいいか（b），という質問項目につい  

ては，Tab］e7のように，一人の議員が一つのエリアを代表する（現行の）  

形態を支持する見解（60．24％二）が，複数議員による代表を支持する見解   

（28．05％）の2倍であり，単独代表の観念の強さが窺える。現行制度の支持  

が過半数を超えている、一方で，Table6と併せて，現行制度とは異なる選挙  

制度を志向しているのは1／′4から1／′3程度に留まる（J9j．。  

有権者の側の選挙制使および選挙制度改革に対する態度を検討するにあ  

たっては，これまであまり注意されてこなかった問題に触れておかねばなら  

Table6 得票に応じた議席か単独政権か  

強く反対である  295（16．22）  386 し21．34）  

少し反対である  174（9．57）  310（17．14）  

どちらでもない  260（14．29）  3ZO（17．69）  

少し同意する  387（21．28）  245 し13．54）  

強く同意する  703（38．65）  548（30．29）  

1，819  1，809  

一0．584  

し漸近標準誤差ASE＝0．015）  
Kendaげsてb  

Table7 単独代表か複数による代表か  

a  1  2  3  4  5  6  7  b   

784  179  107  】90  139  210  1C77 

（44．14〕（10．08）（6．02：（10．70〕（7、83）（11．82〕（9．40二  

鋤 この調査は97年という，若きブレア率いる労働党政権誕生への期待が高まっていた時   

期に行われている。政府，二人政党への斯待が失われ，投票率の低下が顕著となった今   

現在同様の調査を行ったなら．また結果は異なってくるかもしれない。  
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ない。Farre11and Gallagher（1999）は，選挙制度改革についての調査・研  

究を行う団体McDougallTrustの企画でフォーカス・グ）L／－プを対象とし  

たインタビュー調査（10Jを行っている。彼らによれば．有権者の持つ選挙制度  

システムについての知識は非常に不確かなものであり，BESのようなサー  

ヴュイのなかに僅かに含まれるに過ぎない選挙馴鹿に関する質問では有権者  

の意識を充分に推し量ることはできないとしている。有権者の多くはFPTP  

以外の選択肢がどのようなものであるかを知らないが故に，FPTPを支持し  

ており，FPTPそれ自体についての理解も幾分曖昧なものである。この調査  

では2時間程度の時間をかけて，それぞれの代替案（名簿式，AV，STV，  

AMS）の知識が与えられるが．そうして初めて有権者は代替案に関して興味  

を示し始めたということである（11）。   

名簿式比例代表制については，一つの選挙区に複数の定員がいるというこ  

と，（現行の選挙区より広い）地域の代表という概念，政党が候補者の（リ）  

セレクションに強い権限を持ちすぎることについて拒否感を示したという。  

現在のシステムにおいて党員が自らの選挙区の候補者のセレクションについ  

て持っている強い発言力，抽象的にいえば民主主義的権利を失いたくないと  

いう意識が強いのかもしれない。復活当選への反発も強い。AMS について  

は，制度が複雑になることから，議員の総数が増力Hするのではないかという  

疑念や，それぞれのMPの代表機能の差違（上下間係や選挙区サーヴィスに  

関するもの）についての疑問など，知識の欠如による疑念がみられる。AV  

は，FPTP と大きく変わるわけではないため理解が早く，過半数の得票イ  

コール当選ということで，「公平」と評価されやすいということである。STV  

においては複雑性への危惧が大きく，すべての候補者について情報を集める  

醐ジュンキンズ委員会への意見書●P〟抽c封Jよ′〟dg∫f〃月抽r〃〟Ji7ノ♂且／♂rわrαJ旦γ∫ナビ机：   

¢〟〝／z■由Jねgβg∫gαrCゐダz■77dz■J堺’として，ジュンキンズ委員会報告書第2部に採録されて   

いるく、  

射）Weir（1992）も同様の議論を整理しているが，大まかにみれば有権者は選挙制度の評   
価について，それなりにソリッドかつ一貫Lた見解を持っており，公平性という点にお   

いて比例代表制に対して高い評価を与える割合が高いとしている「）  
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209 イギリスにおける選挙制度改革  

コストや支持しない候補者を落とせないことへの批判とともに，AMS と同  

様の選挙区代表の問題についての疑閃がみられた。  

委員会の4つの基準との関係を考えると，いずれの場合も比例性はそれほ  

ど重視されず，ジュンキンズ委員会のいう意味とは異なる‘broad  

proportionality’，すなわち「広い意味での比例性」の基準を満たせばよいと  

考えられている。有権者の多くは自らの選挙区から選出された議員の名前を  

知らず，地域的な問題よりも全国的なイシュー，政党，党首に基づいて投票  

しているといい，その状態を特別のものとみなさない一方で，候補者が選挙  

区の住民のためにサーヴィスを行うことを当然視する。結果，代替案の説明  

を受けた後，その評価を行う段になると．選挙区・候補者とのリンクを維持  

したいという，異なった意見が現れてくるのである。また，委員会の挙げる  

4つに加えて，「単純さ」に価値がおかれており，「選択の拡大」はあくまで  

複雑性とバランスをとる範囲で求められる。このように，安定政権や（それ  

と対立する）比例性を中心に考える政治的エリートや研究者と有権者の間に  

は－一定のズレがみられる（ヰ2）。  

政治家の選挙制度に対する態度については，ジュンキンズ委員会の意見書  

を除けば，総選挙の候補者を対象に行われた1997年，2001年の British  

Representation Study（43）に，比例代表制の導入に関する質問項Ejがあるのみ  

であり，単独政権と連合政権の間の選好などの基準について知ることは難し  

い。これを所属政党別にまとめたものがFig．4およびFig．5である。政党  

ごとの分布は予想されるとおりである。1997年と2001年の比較を厳密に行う  

ことはできないが，特に労働党において，．比例代表制導入の意欲が若干低下  

○ ㈹ 連合政権に対する態度については，経済の混迷の打開やフォークランド・マルビナス  

九   戦争のような強いリーダーシップが求められる事件が発生した80年代半ばにおいて一時  

的に単独政権支持が強くなったのを除けば，多くの場合、政治家（特に二大政財）や有  

識者が主張するほど，単独政権でなければならないという意見は強いわけではないとい  

われる（Weir1992：215）。前述の通りBES2005においては単独政権支持が上回ってい  

る。  

個 BRSデータはPippa NorrisのWebペpジhTtp：／／ksghome．harvard．edu／／pnorris／  

Data／Data．htmにおいて公開されている。  
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していることが注目される。FPTPの大きな恩恵を受けた労働党議員が再び  

比例代表制導入の必要性を感じなくなったことが見てとれる。   

3．2．2 スコットランド議会   

スコットランドにおける有権者の態度については，新制度を経験している  

分，Farrelland Gallagher（1999）の指摘する問題点を幾分なi）とも緩和し  

ていることが期待される。制度に対する知識の蓄積，理解が進むことが，選  

挙制度に対する態度にどのような影響を与えるのであろうか。委員会報告を  

検討したPattieandMitchell（2006）は，有権者の多くが実際の投票におい  

候補者・比例代表を採用すべき（1997年）  
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Fig．4 比例代表について（1997年）  

候補者・比例代表を採用すべき（2001年）  
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て，AMSの制度をそれなりに理解し∴活用していることを指摘する。FPTP  

での投票とリスト票それぞれにおける各政党の得票率を比較すると，大政党  

のリストでの得票率が選挙区得票率に比べて低く，小政党のリスト票が多い  

ということで，削度を利用した戦略的投票（tacticalvoting）が実行されてい  

るものとの推測がなされている。  

スコットランドの選挙制度については早くも公式な再検討が開始されてお  

り，2004年7月，J．アーバスノット（SirJohnArbuthnott）を委員長とする  

「選挙区の違いおよび投票決定に関する委員会」（CommissiononBoundary  

DiffprencesandVotingDecisions）が設置され，2006年1月には報告書が提  

出されている（畑。背景にはスコットランドにおいては下院のFPTP，スコッ  

トランド議会のAMS，欧州議会の比例代表制，地方議会のSTV〔45）とあまり  

に多くの制度が併存していること，ウェストミンスター議会におけるスコッ  

トランド選出議員の議席削減にともなって，／、リルード議会のFPTP部分の  

選挙区とのずれが発生することなどにあった（j6）（二報告書は24項目にわたる勧  

告を行っているが，AMSについては非拘束型名簿への修正を勧告しつつも，  

ウェールズにおいては，2002年71＝二議会の権限や選挙制優に関する再検討を依頼さ  姓4）  

れた「ウェールズ国民議会の権限と選挙制酎二間する委員会」（Comrnission on the  

PowersafldElectoral＾rrangementsoftheNationalAssemblyforWales，通称リチャー  

ド委員会（Richard Commission が2004年に報告書を提出Lている。これを受けて白書  

βgオJ♂γCの乙▼ど′刀〟乃rβ＿舟γ肋7ど∫（2005）において．分権後のウェールズの諸制度について  

の検討がなされ，その一部に選挙制度についての改革案が示された。リチャード委員会  

が STV の導入を訴えたのに射し（Commission on the Powers and Electoral  

ArrangementsoftheNationalAssemblyforWales2004），ウェールズ政府は重複立候  
補を禁じる修jEを施したうえで，AMSの継続を掟案Lている。  

個 7－バスノット委員会報告では，複数制度の併存が混乱を招くことを懸念して，複数  
の選挙を同時に実施しないことを要請していた。2007年5月の地域議会選と同時に行わ  

∩   れた地方議会選挙からSTVが導入されたが，電了朝投票用紙読みとり（二eてOunt）の不  
七  備と相保って．無効票が多数党生し∴輩挙自体が僅差であったこともあって，大きな問  

題となっている′二  

榊 ウェストミンスクー一議会のスコットランド選出部分については．スコットランド内部  

の問題を議論するとい う名目から，人口に比べて過大な定数が確保され，境界の見直し  
から守られてきたが，権限移譲によってスコットランド議会がおかれたことは．過剰代  

表の論拠を失わせることになり，2004年成立のScottishParliament（Constituencies）Act  

により将来宝数が是正されることとなっている。  
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基本的には継続して AMS を使用することを訴えている（CommissiollOn  

BoundaryDifferencesandVotingSystems2006）。   

報告書は，エヴイデンスとしてさまざまな意見書に加え，団体や研究者に  

よる調査結果を採録しているため．選挙制庶政革後の状況について検討する  

にあたって重要な資料となりうる。   

委員会報告は，AMS が施行されたことで，基本的に3つの問題が生じて  

いることを指摘Lている。第一に，制度の意味や議席の配分法について，有  

権者の間に混乱が広がっていることであるし，ここでは，「第二票」（second  

vote）という呼称が名簿への投票を「第二番目の選好」を示すための票と勘  

違いさせていること，議席への変換方法の理解が難しいとされていることが  

挙げられている。また，AMSについての二票別の機能についての混乱（打が  

未だ広範にみられることが報告されている、Jこのために二つの票の呼称を「選  

挙区票」「地域票」，選挙制度全体についてもAMSではなく「混合メンバー  

削」（MixedMemberSystem）と呼ぶことを提案している。さらに，地域票  

の機能と意味について，情報提供や教育を行う必要が提案されている  

（CommissiononBoundaryDifFerencesandVotingSystemsZOO6：29－50）。   

第二に，拘束式にまつわる「選択」の問題がある。ジュンキンズ委員会の  

基準では，有権者と議員のリンクの問題でもある。地域名簿の順位を政党が  

決めていることが，地域選出議員の正統性を低めているとの指摘である。ま  

た，重複立候補（dualcandidacy）が可能であることで，多くの地域選出議  

員は実質的に選挙区議席において落選した候補者が復活当選したものとなっ  

ている‖8） 。委員会は，・部の有権者がこれを認めようとしないのは，議員に  

選挙区代表であることを望む「イギリスの政治文化の遺産」であるが，重複  

立候補は多くのMMPを採用している同がとっている形態であり，これを認  

媚l寄仁一票と第二票を同じ政党に投票できるのか，など一部の有権者が正確に理解してい   

ない，とされる。SSAS2003によれば，11．2％が2票を同じ党に入れてはいけないと思っ   

ており，23．6％が「よくわからない」と答えている。  

姻 労働党や自由民主覚の議員が選挙区で選ばれているのに対Lて，それ以外の政党は名   

簿式によって選ばれている。  
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めないことは「非民主主義的」であるとするL仙。この間題については，MMP  

を維持したうえで，非拘束的にすることで，選択とリンクを強化することを  

提案している。  

第三に挙げられているのが，有権者において選挙区選出議員と名簿選出議  

員の．選挙区サーヴィスの役割について若干混乱が生じていることである。  

SSAS2003によれば（ScottishCentreforSocialRescarch2005），半数近い  

有権者が，名簿への投票において政覚名だけではなく候補者も選択したいと  

いう要望をもっており50），政党と有権者いずれがリストにおける当選者を決  

めるべきかという質問に対Lても，「有権者」が49．0％であるのに対して「政  

党」が16．9％にとどまる。このような有権者の傾向は，委員会報告の非拘束  

式名簿への変更という勧告案と合致する。できる限り候補者個人との繋がり  

を持ちたいとの志向がイギリス全体の傾向として強固に存在するのが確認さ  

れる。また政党支配の強化に対する否定的態度は，Fig．6にも示されて  

いる（51）。  

ジ⊥ンキンズ委員会における議論においても，FarrellandGallagher（1999）  

においても，イギリスでは有権者が議員と選挙区との関係を重視していると  

いうことが前提とされ，それを推持することが重要な命題となっていること  

が確認される（52）。  

軽9）この理由付けは，ウェールズの制度改革についての自書（Wales Office2005）が葺複  

立候補の禁止を提案したことに対する Barry Winetropcの意見書をもとにしており，  

「候補者の し立候補の）権利」を指す。  

脚 43．3％が「強く同意」あるいは「同意」．「反対」「強く反対」は12，9％である√）  

（51）George Street Research によって行われた，少数サン70ル（43名）に対するインタ  

ビュー調査の結果が，アーバスノット委員会報告に添付されている。ここでは回答者の  
多くにとって FPTP が単純であるがゆえに最も人気のある訓度であることが示されて  

○  いる0民主的という点でlまSTVやAMSの評価が高いものの，その美点はそれらの制度  

五   よりFPTPを選好するということには繋がっていない√，ただし．これはFPTP，STV，  

AMS，名簿式比例削という4つの選択肢の中からの選択であり，性質の近いFPTPの代  

替案が1つに絞られた場斜こどちらが選好されるのかは不明である。  

鋤 Norh〕n and Wood（1993）の分類によれば．イギリスのF院議貝は選挙区全体の仕民  
に対する超党派的サーヴィスと，全国レヴュルの政策の宣伝という大まかに分けて2つ  

の役割を持っているとされる。ただし，Curtice andShively（2000）はCSESデp夕を  

もとに国際比較を行い，－一人区制のほうが複数区制よりも議員と市民の接触は増大する  

Jこゾ   



同 法（57Hl）204  

FarrellandGallagher（1999）のインタビュー調査においては，MMPを導  

入した場合，特に拘束名簿式を抹用した場合，名簿式において選出された議  

員が政党執行部の方向にばかり目を向けて，選挙区サーヴィスを疎かにする  

のではないかという疑念を示す回答者がみられた。MMPを採用しているド  

イツにおいては2種類の議員の役割や活動実態に違いがあるとは考えられて  

いないといわれているが，ある選挙制度は，他の選挙制度よりも，議員に選  

挙区の代表として働くインセンティヴを与えるかどうか，という点について  

は，制度的な要素のほか∴文化的な文脈も影響するであろうことを鑑みれば，  

イギリスの有権者の懸念も無知のなせるわざとして片づるわけにもいくま  

い。7－バスノット委員会報告もこの点を懸念している。   

理論的には，再選可能性を高めるインセンティヴの高さから，（1）選挙区選  

出議員は地元の有権者との接触から，口利きや世話，企業誘致などの選挙区  

サーヴィス，いわゆるポークバレル型行動をとる傾向が強まる，（2）名簿式選  

出議員においては名簿記載順位など政党執行部の権限が強まるため，選挙区  

よりも政党の方針への追従が強まる，といったことが考えられる。この点に  

ついて Lundberg（2006）はスコットランド，ウェールズ，ドイツの議員に  

現制度は不安定な政府を生む  リストでも候補者に投票したい  

100％  

80％  

60％  

40％  

20％  

0％   

t強く反対  

■f召す  

圏と－ちらでもない  

□賛戊  
□強く賛成  

■強く反対  

■反対  
国どちらでもなし 
U賛成  

E】ジ戴く賛成  

1！拍9  2003  1999  2003  

Fig．6 政党支配への抵抗感  Fig．7 比例代表制と政権不安定化  

ものの．これが必ずしも民主主義への満足度を増すわけではないとしている。イギリス  

についてみれば，接触度は平均的であるものの．議員に対する満足度は高い。  
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対して行ったインタビュー調杏から，選挙区と有権者のリンクが重視される  

傾向の強いスコットランド．ウェールズにおいて，上記の2つの傾向が実際  

にみられることを指摘している。選挙区選出議員においては，主観的にも選  

挙区サーヴィスを重視する傾向が強い（5：i〕。  

上のような問題は見られるものの，スコットランドにおけるAMSが2度  

実施された時点で，AMS に対する支持はそれなりの安定をみせている。保  

守党支持者においても賛成が52．6％に達し．それ以外の政党支持者の支持率  

はみな60％を超え，全体としては70％弱となっている。同じスコットランド  

の有権者が∴F院の選挙制度においてFPTPを改革すべきかという問いに対  

しては過半数（54ワ6）が現状維持を選んでおり，自らの地域に導入された新  

制度に対して，相対的に多くの支持が与えられている。また，前述の候補者  

に対する調査と比べ，特に保守党において顕著であるが，候補者よりも支持  

者のほうが比例代表導入に対して寛容であるように思われる。  

PR支持×投票政党（2003年）  
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Fig．8 支持政党ごとの比例代表制評価  

ズ 双方の差違については触れるられていない．  銅 スコットランドとウユNル   また．これ  

らの地域では選挙区選出議員の多くを与党労働党議員が占め，名簿選出議員はその他の  

政党所属となる。よって立場の異なる議員同上の行動の差ではなく，政党所属による行  

動の差が影響している可能性もある。また，名簿選出議員のなかにも，重複立候補を行っ  
ている場合（ウェールズ），選挙区での当選を目指している場合に，選挙区サーヴィスに  

熱心になる傾向がみられることが指摘されている√′  
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単独政権，連合政権いずれの形態が望ましいかという点についても，ロン  

ドン，エディンバラのいずれか，政党支持によって異なっている。保守党支  

持者はロンドン政府においては70％弱が単独政権を望む一方，スコットラン  

ドでは半々に分かれる（5′】）。労働党支持者はいずれの政府についても大凡半々  

に分かれる。自由民主党はいずれの政府でも8割近くが連合政権を望む。ス  

コットランド国民党はそれよりは労働党に近い。   

安完政権と公平な代表との間の選対では，前者を選ぶものが41．5％である  

のに対し，後者は41．6％と括抗している．、ただし，単独政権と連合政権のい  

ずれかという点でほ，前者が31．5％，後者が55．1％となっており，安定政権  

イコール単独政権とは限らないという判断となっている。同じ問題を下院に  

ついてみた質問についてみると，政党の獲得する議席割合を得票率にあわせ  

るべきであるという見解は過半数を超える一方で，FPTPを変更するべきと  

考える割合は40％に満たない。これらは矛盾する見解であるように思われる  

が，FPTPの持つ単純性，議員と選挙区のリンク，アカウンタビリティとい  

う特性が，比例性の訴求力を凌駕するということではないだろうか。また，  

連合政治の経験が異なる評価を生んでいる可能性もある。スコットランドの  

単独政権か連■合政権か（2003年）  
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Fig．9 単独政権と連合政権いずれが好ましいか  

64）また，連合政権を経験しなかったウェールズよりもスコットランドのほうが連合政権   

への支持が高い（Curticeetal．2000）。  
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201イギリスにおける選挙制度改革  

選挙制度が直接的に不安定な政府に繋がるという考え方を持つものが多くな  

い（「同意」9．8％，「同意しない」38．32％，「どちらとも思わない」51．87％）  

ことを考えると，分権後の実績も影響を与えているかもしれない。  

これまで述べた理由から，スコットランドの有権者は依然としてFPTPに  

郷愁を掩いており，これは2度の選挙を経て制度についての知識が得られた  

のちも大きく変わったわけではない。イギリスの有権者の選挙制度に関する  

評価を規定する要素が，大きく変わっていないのがその理由であろう。一方  

で，現行の制度についてのある程度の支持は担保されていて，これをFPTP  

ロンドン政府のあるべき形態は  
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Fig．10 ロンドン政府のあるべき輩（支持政党ごと）  

スコットランド政府のあるべき形態は  
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Fig．11 スコットランド政府のあるべき婆は（支持政党ごと）  
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に戻さなければならないという強い意思も存在していない。これがウェスト  

ミンスター議会の存在を前提として，スコットランド議会が併存しているか  

ら許容されているに過ぎないのか，スコットランドにおける政治の経験が，  

選挙制度，ひいては議会政治のあるべき姿についての見解を変化させつつあ  

るのか，さらなる検討が必要であるように思われる。  

卜院選挙制旺を変吏すべきか  
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Fig．12 下院の選挙制度を改変すべきか  

スコットランド議会の選挙制度をどうするか  
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Fig．13 スコットランド議会の選挙制度をどうしたいか  
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おわり に  

イギリスの選挙制度改革においては，有権者のこの問題に対する態度が顧  

みられることは少なかった。選挙制度改革の議論が進められ，実際に新しい  

制度が導入されたところもあり，有権者の選挙制度観に対する注目は高まり  

つつある。AMS の導入による2種類の議員の登場，その行動に対する有権  

者の評価といったミクロな問題から，敵対的政治か連合政治かといったデモ  

クラシーのあり方に関わるマクロな問題まで，選挙制度改革に伴う新しい研  

究対象が生み出されつつある。2007年スコットランド議会選挙の結果－SNP  

の勝利により少数派政権が登場する可能性があるqおよび，e－COunt導入に  

よる不祥事も，有権者の選挙制度に関する態度に影響を与えるとともに，こ  

の間題の注目度をさらに高めるであろう。  
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